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表-1　民生委員・児童委員数（R7.12.1現在） 表-2　主任児童委員数（R7.12.1現在） 表-3　民生･児童協力委員数(R7.12.1現在)

（令和７年３月31日現在）

■ボランタリー活動支援事業補助金 2,500,000

■地域福祉推進計画支援事業補助金 1,500,000
《弁護士による無料法律相談、ボランティア活動、高齢者福祉活動参加促進等を実施
  するための費用の一部を補助》

計 119人 118人 52人 66人 計 9人 9人

2
社会福祉協議会関係経費

予算額 68,509 千円
（3 民生費　1 社会福祉費　１ 社会福祉総務費）

■社会福祉協議会補助金

1人 8人 ※波賀は、Ｒ4年改選時に民生委員定数が減った
３地区について協力委員を各１名加配任命

千種民児協

64,509,000 円 《社協の運営費の一部を補助》

13人 13人 8人 5人 千種民児協

2人 2人

2人 2人

0人

2人 2人 0人

0人一宮民児協 34人 34人 16人 18人 一宮民児協

波賀民児協 14人 14人 6人 8人 波賀民児協

113 68 31 25 237

・民生・児童協力委員活動謝礼 594,000

区分

区分 山崎民児協 一宮民児協 波賀民児協

1
民生委員・児童委員等関係経費

予算額 15,307 千円
（3 民生費　1 社会福祉費　１ 社会福祉総務費　18負担金補助及び交付金）

（主な事業費）

円

円

・民生委員児童委員協議会連合会補助金

・民生委員児童委員協議会補助金

746,000

（単位：円）13,676,000

金額（円） 283,000 170,000 78,000 63,000 594,000

千種民児協

定数 現員
男女別

定数
男 女

合計

合計

人数（人）

女

2人

円

円

山崎民児協

2人

2人

2人

《ボランティアコーディネーター（社協職員）１名分人件費の一部を補助》

58人 57人 22人 35人 山崎民児協 3人 3人

現員
区分 定数 欠員男女別

男

1人

116人 6人 110人

一宮

31人

千種 26人 2人 24人

計 238人 5人 233人

波賀 28人 3人超過

・民生委員推薦会委員報酬　等　291,000円

現員

山崎

金額 6,402,000 3,890,000 1,746,000 1,638,000 13,676,000

山崎 一宮 波賀 千種

円

68人 0人 68人
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・会計年度任用職員分 円 ・旅費・消耗品費等 円

・社会福祉法人指導監査業務 円 ・火葬等業務委託料 円

・県遺徳顕彰会支部負担金 円 円

円 円

・遺族会補助金 円 ・社会を明るくする運動住民大会助成金 円
・保護司会補助金 円 ・更生保護女性会補助金 円

円

（国庫負担・補助率は２.実施事業の表のとおり）

１．目的

２．実施事業

千円

円

・戦没者慰霊碑等維持管理費補助金

・近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金

・兵庫県下福祉関係事務所長連絡協議会負担金　

・姫路少年刑務所教誨事業後援会負担金

　直営及び「宍粟市仕事の総合相談窓口業務（委託）」による生活困窮者自立相談事業の実施、住居確保給付金等の支給、生活困窮世帯の児童等を対象
とした学習支援事業、その他生活困窮者に対する自立支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図る。

補助金 1,509,000 円
564,000 200,000
475,000 240,000
30,000

人件費等 4,108,000

【財源】 予算額 16,307 千円

4
生活困窮者自立相談支援事業

予算額

3,887,000

137,000

117,000

23,770
（3 民生費　1 社会福祉費　１ 社会福祉総務費）

【歳出】 予算額 23,770 千円

事業名 事業費（予算額） 国庫負担（補助）率

(1) 自立相談支援事業 （継続） 9,886 千円 国庫負担　3/4

(4) 就労準備支援事業 （継続） 3,650 千円 国庫補助　2/3

(5) 就労支援事業 （継続） 3,577 千円 国庫負担　3/4

(2) 住居確保給付金 （継続） 804 千円 国庫負担　3/4

(3) 居住支援事業 （継続） 91 千円 国庫補助　2/3

(6) 学習支援事業 （継続） 4,368 千円 国庫補助　1/2

(7) 家計改善支援事業 （継続） 1,394 千円 国庫補助　2/3

合計 23,770 千円

（主な事業費）

委託料 523,000 円

負担金 222,000 円
87,000

※(1),(4),(5),(7)の業務については、直
営による実施のほか「宍粟市総合的な仕
事の相談窓口業務」として、一体的に事
業者に業務委託し事業を実施する。

10,000

221,000

386,000

8,000

3
その他福祉総務費（社会福祉課所管）

予算額 6,362 千円
（3 民生費　1 社会福祉費　１ 社会福祉総務費　13委託料 18負担金補助及び交付金）



【社会福祉課】予算委員会資料R080317

３．実施体制

※委託事業(実施体制)については、一部、「宍粟市総合的な仕事の相談窓口業務」の他業務との兼務あり

４．事業内容

（委託）

実施方法 実施体制

直営事業
主任相談支援専門員（住まい相談支援員） １名

就労支援員 １名

委託事業※

事業名 予算額 事業内容

(1) 自立相談支援事業 9,886 千円
 宍粟市無料職業紹介所を利用する人のうち、経済的な問題のみならず、精神的な問
題、家庭の問題、健康上の問題など複合的な問題を抱えた生活困窮者に対し、必要な
情報提供及び包括的かつ継続的な相談支援等を実施するとともに、生活困窮者の状況
に応じた支援プランを策定し、円滑かつ計画的に支援を実施する。

千円

千円

相談支援員 １名

就労（準備）支援員及び家計改善支援員 ２名

6,600（直営）

3,246

(2) 住居確保給付金 804 千円 【住居確保給付金】
 離職等により住宅を失った又は失うおそれがある生活困窮者に対して、一定期間、住
宅費用（家賃）を給付する。

（直営）

●給付額 家賃月額（住宅扶助基準を上限）

世帯 給付額

単身世帯 32,300円

複数世帯 42,000円

●給付期間 ３か月(延長３か月、再延長３か月、最大９か月）

【転居費用補助】
 経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分
の住居確保給付金を支給する
●対象経費　　転居に係る初期費用、運搬費用等
●支給上限額　転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に３を乗じ
て得た額
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(4) 就労準備支援事業 3,650 千円
複合的な課題を抱え、短期間に転職等を繰り返している人や、就労意欲が乏しい人、
基本的な生活習慣に課題を有する人など、就労に向けた準備が整っていない生活困窮
者に対して、一般就労に向けた準備として、基礎能力の形成からの支援を計画的かつ
一貫して実施する。
●支援期間　概ね６か月（最大１年間）

（直営）

73 千円

3,577 千円

（委託）

(7)

事業名 予算額 事業内容

(3) 居住支援事業 91 千円 住居のない生活困窮者に対して、宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施する。

●対象者　　ホームレスや、住居を喪失し終夜営業店舗等に宿泊する人等
●支援期間　３か月限度（状況により６か月間まで延長可）

（直営）

　家庭環境などから学力の定着が困難となっていると考えられる児童・生徒を対象
に、学習支援を実施する。
●実施方法
　学習支援相談員１名を配置し、長期休業期間中等に教員ＯＢや高校生ボランティア
等の協力のもと、通所型の学習支援（がんばり教室等）を行う。

（委託）

3,577 千円

(5) 就労支援事業

家計改善支援事業 1,394 千円

千円(6) 学習支援事業 4,368

（直営）

（委託）

　生活困窮者自立相談支援事業においてプランを策定した人又は、生活困窮者就労準
備支援事業を利用し、一般就労に向けた準備が整った人を対象に、計画的かつ一貫し
て就労支援を実施する。
●支援期間　概ね６か月（最大１年間）

　家計収支の均衡が取れていない人や多重債務等により家計に課題を抱える生活困窮
者等に対して、必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、家計把
握・家計管理力の向上を図る。

●支援内容
・家計支援計画（家計再生プラン）の策定、支援の提供及び進捗状況の把握
・家計管理に関する支援（家計表等の作成支援、出納管理の支援）
・滞納（公租公課、公共料金等）の解消や債務整理に関する支援
・就学資金等の捻出に向けた支援
・貸付のあっせん（貸付あっせん書の作成、貸付審査にかかる支援）
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（国３／４、市１／４　※ただし、県が負担すべき者は市1/4を県が負担する）

●予算額内訳 ●生活保護世帯の状況（令和７年12月末時点） （単位：世帯）

予算額 322,558 千円
（3 民生費　3 生活保護費　2 生活保護扶助費）

事業内容

ひきこもりには該当しないが、社会的孤立等の解消と防止を目的とした居
場所を提供し、利用者の社会参加への相談支援を行う。

居場所づくり事業や無料職業紹介業務などと連携し、地域就職氷河期世代
等の社会参加を支援する。

3,498千円

5
地域就職氷河期世代等社会参加対策推進事業経費

予算額 7,771 千円
（3 民生費　1 社会福祉費　１ 社会福祉総務費）

（実施事業）

【歳出】 予算額 322,558 千円

居場所づくり事業

社会参加推進専門員

事業名

6
生活保護扶助費

予算額 247,178 千円

　
被
保
護
世
帯
数

　
被
保
護
人
員

(

人

)

世帯類型別

千円

71,520

684

22,320

195,600

4,440

0

生活扶助費

医療扶助費

住宅扶助費

教育扶助費

出産扶助費

介護扶助費

　
障
害
者
世
帯

　
傷
病
者
世
帯

　
そ
の
他
世
帯

　
稼
働
世
帯

　
被
稼
働
世
帯

千円

千円

千円

千円

137
千円 58.6% 1.3% 13.4% 1.9% 24.8%

千円
157 190

92 2 21 3

千円

千円

千円

千円

62

900

25,500

進学・就労順位給付金

就労自立給付金

施設事務費

322,558計

732

800

生業扶助費

葬祭扶助費

【財源】

科目（扶助費） 予算額

39
20

稼働類型別

千円 　
高
齢
者
世
帯

　
母
子
世
帯

国交付金率

4,273千円

歳出 財源（国）

5,828千円 ３／４
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（国10／10）

１．目的

（国３／４、市１／４）

１．目的

２．支援内容

※扶助の積算については、国作成の算定ツールを用いて試算

　H25年8月のデフレ調整を伴う基準引下げを違法とした最高裁判所の司法判断に基づき、算定不備による生活扶助費の不足分につい
て追加給付を行う。

【歳出】 予算額 9,610 千円

【財源】 予算額 7,207 千円

単価※ 世帯数

62,000 155 千円9,610

予算額対象世帯

H25.8月以降に生活扶助を受給していた世帯

8
生活保護扶助費（追加給付）

予算額 9,610 千円
（3 民生費　3 生活保護費　2 生活保護扶助費　19扶助費）

7
生活保護扶助費（追加給付）

予算額 15,241 千円
（3 民生費　3 生活保護費　1 生活保護事務費）

【歳出】 予算額 15,241 千円

【財源】 予算額 15,241 千円

（主な事業費）

9,942,000 円

5,000,000 円

円299,000

・人件費

・委託料

・その他

　H25年8月のデフレ調整を伴う基準引下げを違法とした最高裁判所の司法判断に基づき、算定不備による生活扶助費の不足分につい
て追加給付を行うにあたり発生する事務費
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介護保険の保健給付費の推移
（単位：円）

区分
令和６年度
（決算）

令和７年度
（決算見込）

令和８年度
（予算）

区分
令和６年度
（決算）

令和７年度
（決算見込）

令和８年度
（予算）

(１項)介護サービス費 4,025,923,749 4,018,695,217 4,395,508,000 (５目)居宅介護福祉用具給付費 5,759,354 5,162,527 6,053,000

訪問介護 202,817,883 201,296,583 215,642,000 (７目)居宅介護サービス計画給付費 194,922,284 193,263,953

(１目)居宅介護サービス給付費 1,350,615,688 1,383,657,846 1,442,489,000 (６目)居宅介護住宅改修給付費 9,359,815 8,932,359 9,350,000

198,828,000

訪問入浴介護 7,339,608 5,565,292 10,833,000 (９目)特定入所者介護サービス給付費 105,792,927

訪問看護 125,738,544 118,075,192 144,614,000 (11目)地域密着型介護サービス給付費 560,307,872 566,678,944 608,122,000

101,457,336 141,198,000

1,000,836 0 0

13,161,328 14,208,00012,047,899
通所介護 376,006,179 392,698,626 412,000,000

訪問リハビリテーション 2,701,600 3,379,072 4,461,000
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

福祉用具貸与 111,759,309 109,293,611 117,964,000 小規模多機能型居宅介護

通所リハビリテーション 163,277,498 160,478,158 154,668,000 認知症対応型通所介護

短期入所生活介護 257,128,223 277,065,672 247,013,000 認知症対応型共同生活介護 228,323,124 230,212,843 232,038,000

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 3,331,773

42,915,765 41,475,00033,783,885

特定施設入居者生活介護 25,434,730 27,344,763 48,504,000 地域密着型通所介護 281,820,355 276,932,228 317,208,000

3,456,780 3,193,000
居宅療養管理指導 23,709,603 25,316,038 23,696,000

短期入所療養介護 54,702,511 63,144,839 63,094,000

介護老人福祉施設 1,333,493,426 1,310,687,648 1,406,387,000

(３目)施設介護サービス給付費 1,799,165,809 1,759,542,252 1,989,468,000

介護医療院サービス 20,312,618 17,188,604 31,386,000

介護老人保健施設 445,359,765 431,666,000 551,695,000
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（単位：円）

区分
令和６年度
（決算）

令和７年度
（決算見込）

令和８年度
（予算）

区分
令和６年度
（決算）

令和７年度
（決算見込）

令和８年度
（予算）

(２項)介護予防サービス費 127,110,598 133,638,924 141,630,000 (３項)高額サービス費 96,154,249 91,191,917 99,039,000

(１目)居宅介護サービス給付費 95,653,394 99,404,470 108,169,000 (１目)高額介護サービス費 80,215,528 74,629,071 82,439,000

訪問看護 22,518,194 20,466,342 22,373,000 (２目)高額介護予防サービス費 217,168 158,427 300,000

16,221,172 16,000,000

通所リハビリテーション 40,443,837 44,081,479 53,053,000 (４目)高額医療合算介護予防サービス費 197,455 183,247 300,000

訪問リハビリテーション 1,059,367 1,721,983 206,000 (３目)高額医療合算介護サービス費 15,524,098

3,398,625 3,600,000

短期入所生活介護 3,470,057 3,270,621 1,154,000 (１目)審査支払手数料 3,402,159 3,398,625 3,600,000

福祉用具貸与 21,681,164 22,343,422 21,936,000 (４項)その他諸費 3,402,159

4,246,924,683 4,639,777,000

居宅療養管理指導 2,213,897 2,627,199 1,565,000 ※特例居宅介護サービス給付費等の科目設定で予算計上している分は除い
ています。特定施設入居者生活介護 3,060,077 4,399,600

短期入所療養介護 1,206,801 493,824 981,000 合計 4,252,590,755

認知症対応型共同生活介護 1,512,144 2,039,496 3,599,000

(５目)介護予防福祉用具給付費 1,998,452 2,032,398 2,000,000

6,901,000

(３目)地域密着型介護予防サービス給付費 1,512,144 2,039,496 3,599,000

小規模多機能型居宅介護 0 0 0

(９目)特定入所者介護予防サービス給付費 65,376 83,429 479,000

(６目)介護予防住宅改修給付費 6,139,492 7,949,187 5,850,000

(７目)介護予防サービス計画給付費 21,741,740 22,129,944 21,533,000
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令和７年度介護保険料収納状況（令和８年１月末現在）

給付制限の状況

(単位：円)

年 度 調定額 収入済額 不能欠損額
収入未済額

（滞納繰越額）
滞納者数
（実人数）

滞納
件数

798,040 26,220 0 771,820 66 131

収納率

令和３年度 19,930 9,100 0 10,830 3 7

令和４年度

626

令和６年度 3,855,350 690,440 0 3,164,910 89 569

令和５年度 4,027,480 400,560 0 3,626,920 99

1,333 12.95%

現年度 1,028,149,300 847,970,800 0 180,178,500 98 527 82.48%

過年度合計 8,700,800 1,126,320 0 7,574,480

81.89%

(単位：人)

令和５年度 令和６年度
令和７年度

（令和８年１月末
現在）

合計 1,036,850,100 849,097,120 0 187,752,980

償還払化となっている要介護(要支援)認定者 0 0 0

保険給付の一時差止となっている要介護(要支援)認定者 0 0 0

1,860

給付額減額となっている要介護(要支援)認定者 4 2 2

９割(または８割)から７割へ うちサービス受給者(再掲) 4 2 2

うち生活保護受給者数(再掲) 0 0 0

給付額減額となっている要介護(要支援)認定者 0 0 0

７割から６割へ うちサービス受給者(再掲) 0 0 0

うち生活保護受給者数(再掲) 0 0 0
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3.1.4　障がい者福祉費 千円

※障がい児福祉サービス費の内訳

3.1.5　障がい者総合支援費 千円

※障がい福祉サービス費の内訳

123,276

サービス名 内容 予算額（千円） 財源

① 障がい児相談支援

下記のサービスを利用する児童に、支給決定または支給決定の
変更前に障がい児支援利用計画案を作成するとともに、一定の
期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリング（見直し）を
行う。

10,584

国１/２
県１/４

② 児童発達支援
未就学の児童に、日常生活における基本的な動作及び知識技能
の習得並びに集団生活の適応支援等を行う。

13,260

③

⑤ 居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいの状態であり、障がい児通所支援を利用するため
に外出することが著しく困難な児童に自宅を訪問して発達支援
を行う。

2,868

1,225,560

放課後等デイサービス
放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上や社会
と交流の促進に必要な支援を行う。

95,016

④ 保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、障がいのある児童に対して、集団生活への
適応のための専門的な支援を行う。

1,548

（１）訪問系サービス 37,416 千円

サービス名 内容 予算額（千円） 財源

①
居宅介護
（ホームヘルプ）

自宅で入浴、排泄、食事の介護を行う。 24,552

国１/２
県１/４

② 重度訪問介護
重度の障がいがあり、常時の介護を必要とする人に自宅で入
浴、排泄、食事の介護と外出時における移動中の介護を総合的
に行う。

3,900

③ 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回
避するために必要な支援や外出支援を行う。

6,372

④ 同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必
要な情報の提供、移動の支援等の外出支援を行う。

2,592
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日中活動系サービス

居住系サービス

計画相談

（２） 843,756 千円

サービス名 内容 予算額（千円） 財源

①
短期入所
（ショートステイ）

在宅で障がいのある人を介護する人が疾病などの理由により介
護を行うことができない場合に、施設（短期間入所）で、入
浴、排せつ、食事の介護などを行う。

17,976

国１/２
県１/４

② 生活介護
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創
作的活動など日中活動の機会を提供する。

453,552

⑤

就労継続支援Ａ型（雇用
型）

一般企業等で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産
活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のため必要
な訓練を行う。

73,944

就労継続支援Ｂ型（非雇用
型）

260,700

③ 基準該当生活介護
介護の事業所等がその利用定員の枠内で、障がい福祉サービス
（生活介護）を提供する。

2,076

④ 就労移行支援
一般企業等で働きたい人に、一定の期間、就労に必要な知識及
び能力の向上のための訓練を行う。

8,436

（３） 316,440 千円

サービス名 内容 予算額（千円）

⑥ 就労定着支援
就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した人の就労に伴う
生活面の課題に対応するための支援を行う。

1,248

⑦ 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養
上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。

25,824

財源

①
共同生活援助
（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助
を行う。

108,852
国１/２
県１/４

② 施設入所支援
障がい者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、
食事の介護等を行う。

207,588

財源

① 計画相談支援
障がいのある人の課題の解決や適切なサービス利用のため、
サービス等利用計画の作成を行います。また、一定期間ごとに
計画内容のモニタリング（見直し）も行う。

27,948
国１/２
県１/４

（４） 27,948 千円

サービス名 内容 予算額（千円）
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【登録者数】 （単位：人） 【利用回数】

外出支援サービス事業の利用状況

（単位：回）
令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年12月末 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年12月末

4,114

身体障がい者手帳1級 87 90 92 84 身体障がい者手帳1級 1,495 1,613 1,652 1,101

人工透析 67 64 60 58 人工透析 6,704 6,023 5,774

1,166

身体障がい者手帳3級　下肢 19 18 14 11 身体障がい者手帳3級　下肢 344 325 174 59

身体障がい者手帳2級 68 63 69 63 身体障がい者手帳2級 1,765 1,765 1,717

44

身体障がい者手帳4級　下肢 40 34 32 30 身体障がい者手帳4級　下肢 794 734 806 484

身体障がい者手帳3級　体幹 8 8 8 8 身体障がい者手帳3級　体幹 124 43 77

0

療育手帳A 5 6 8 7 療育手帳A 23 13 7 26

身体障がい者手帳4級　体幹 0 0 0 0 身体障がい者手帳4級　体幹 0 0 0

178

精神障がい者保健福祉手帳1級 2 1 1 1 精神障がい者保健福祉手帳1級 12 9 9 5

療育手帳B1 11 13 15 12 療育手帳B1 161 170 240

346

要介護3 60 39 30 27 要介護3 665 364 298 80

精神障がい者保健福祉手帳2級 26 33 37 34 精神障がい者保健福祉手帳2級 597 532 498

181

要介護5 14 18 19 15 要介護5 73 59 70 37

要介護4 26 27 28 31 要介護4 213 177 216

10,879

【管内別：事業費】 （単位：千円）

4,282 4,011 3,058

計 731 676 652 610 計 18,021

移動困難 298 262 239 229 移動困難 5,051

16,109 15,549

承認区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和7年12月末

人工透析 28,749 29,907 28,674 21,029

身体障がい者手帳1級 2,724 3,241 3,349 2,433

身体障がい者手帳2級 4,079 4,773 4,741 3,186

身体障がい者手帳3級　下肢 286 487 260 182

身体障がい者手帳3級　体幹 324 63 275 155

身体障がい者手帳4級　下肢 1,475 1,815 1,678 1,210

身体障がい者手帳4級　体幹 0 0 0 0

療育手帳A 11 10 8 66

療育手帳B1 665 637 566 344

精神障がい者保健福祉手帳1級 94 85 86 48

精神障がい者保健福祉手帳2級 2,223 2,384 1,846 1,016

要介護3 1,260 560 463 205

要介護4 370 445 1,039 428

計 51,798 54,370 52,025 36,669

要介護5 352 208 294 224

移動困難 9,186 9,755 8,746 6,143
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保健福祉課所管事業

1　後期高齢者医療費（保健福祉課：３款民生費・１項社会福祉費・９目後期高齢者医療費）

○予算額　

○主な事業内容

２　ハッピーバース支援事業（３款民生費・２項児童福祉費・７目少子化対策事業費）

○予算額　

：2,675千円

○主な事業内容

1件

○助成等状況

助成額
妊活

カップル
不育症
治療

歳出 ： 90千円

　高齢者の保健事業を後期高齢者に対する保健事業と介護予防事業を一体的に実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよ
う、生涯を通じた健康の保持増進を図るために、企画調整役の保健師を中心に地域包括支援センターと各保健福祉課の保健師や栄養士が中心となり
国保データベースシステムを活用し、ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチを実施する。

歳出

歳入 ：県不育症治療支援事業補助金　25千円、県不妊治療ペア検査助成事業補助金　8千円

不妊治療
ペア検査

特定不
妊治療

1件

令和７年度（～１月末申請分） 2,461,360円 29件 1件 2件

令和６年度（実績） 2,259,490円 31件 2件

令和８年度（計画） 2,667,000円 35件 3件 1件

　妊活カップル応援金給付事業は、妊娠を希望するカップルが前向きに
不妊治療に取組んでもらえるよう、特定不妊治療を行ったカップルに対
し、経済的支援を目的として、１回の治療ごとに応援金を給付する。
　不育症治療は、医療保険各法で給付された額、その他制度により助成
された額を控除した額（１年度あたり上限30万円）を助成する。
　不妊治療ペア検査助成事業は、不妊治療の入り口となる検査費用につ
いて助成することで、早期に夫婦で受診・検査・効果的な治療へつなげ
るため、夫婦そろって検査を受けた場合を対象とした検査費用（保険適
用外の不妊治療に係る検査費用）を助成する。

令和５年度（実績） 2,468,560円 32件 3件 0件
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○予算額　

妊婦のための支援給付交付金　15,250千円

○主な事業内容 ○妊婦のための支援給付金給付状況等

母子保健衛生費国庫補助金　1,929千円

マイナンバー情報連携体制整備事業補助金　66千円

○主な事業内容

３　妊婦のための支援給付事業（３款民生費・２項児童福祉費・７目少子化対策事業費）

歳出 ： 15,502千円

歳入 ：

支払先

救急医療情報システム運営費負担金 254 千円 兵庫県

150件 155件

※出産・子育て応援金給付事業は、令和７年４月１日か
ら子ども・子育て支援法に基づく法定給付に位置づけら
れ、妊婦のための支援給付事業へと変わることから事業
名を変更しました。

４　その他保健衛生総務費（４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費）

○予算額 ①地域医療・救急医療関係負担金等

　妊娠・出産・子育てにかかる費用を助成する経済的支援と妊婦等包括相談支援（伴走型相談
支援）の充実を図ることにより、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる
環境を整える。
　経済的支援は、妊娠届出時に妊婦給付認定の申請を行い５万円、出産予定日の８週間前以降
に胎児の数の届出を行い胎児の数×５万円を給付する。
　妊婦等包括相談支援は、妊娠届出時や妊娠８か月頃（必要とする者）及び出産後に保健師に
よる面談を行い、妊娠や子育てに関する相談支援等を寄り添いながら行うことで不安等を和ら
げ、関係機関とも情報共有しながら、必要な支援に繋げる。

給付額
申請
件数

うち胎児
届出分

うち胎児
届出分

令和８年度
（計画）

15,250 千円 305件

歳出 ： 34,483千円 救急安心センター事業負担金 1,256 千円

歳入 ： 内容 金額

兵庫県

日曜祝日当番医制運営委託料 4,400 千円 一般社団法人　宍粟市医師会

地域保健福祉医療活動事業交付金 2,521 千円 一般社団法人　宍粟市医師会

歯科保健事業交付金 1,135 千円 宍粟市歯科医師会

　地域医療推進のための各種負担金、健康管理システムの保守委託料及び使用
料並びに改修委託料、健康管理システムの標準化移行及び移行後のシステム利
用料並びにガバメントクラウド使用料等。

②健康管理システム

内容 金額 内訳

システム使用料

システム改修費 3,762 千円 法改正等による改修

7,027 千円 保守管理費を含む

ガバメントクラウド利用料 3,828 千円 サーバ接続利用料
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５　母子保健事業（４款衛生費・１項保健衛生費・２目母子衛生費）

○予算額　 歳出 ：20,951千円 歳入 ：産婦健康診査事業国庫補助金 　625千円　

  １か月児健康診査支援事業補助金 300千円　

  多胎妊婦健康診査支援事業補助金 12千円　

　低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業補助金 25千円
○主な事業内容

②妊婦健康診査費助成

令和５年度（実績） 11,367,450円

乳児健診 144人 90人 91人 令和６年度（実績） 10,669,300円

　母子健康手帳の交付や新生児の家庭訪問や乳児健診～5歳児発達相談、妊婦健康診査、妊婦歯科健診・産後１か月健診・１か月児健診・新生
児聴覚検査にかかる費用の助成を行う。

①乳児健診等の状況 ③子育て応援券

令和６年度
令和７年度
（１月末）

令和８年度
計画

助成額 　母子健康手帳を交付するときに、医療保険の
適用とならない「妊婦歯科健診・産婦健康診
査・新生児聴覚検査・１か月児健診等」の費用
助成のための「子育て応援券」を発行していま
す。県外の里帰り分娩等の場合は償還払にも対
応している。１歳６か月児健診 153人 94人 126人 令和８年度計画 12,960,000円

10か月児健康相談 124人 117人 104人 令和７年度（１月末時点） 8,066,350円

２歳児歯科相談 171人 104人 150人 ※子育て応援券の発行数

３歳児健診 171人 135人 133人

発行数 161人 127人 101人 150人

④妊婦歯科健診費用等の助成

令和５年度 令和６年度
令和7年度
（１月末）

令和8年度
計画５歳児発達相談 15人 9人 10人

 産後２週間と１か月頃に出産病院等で実施される健診費用（保険適用
外）を１人につき２回を上限に助成(１回上限5,000円）する。

 生後１か月前後に出産病院等で実施される１か月健診（保険適用
外）費用を助成(上限4,000円）する。

令和５年度 令和６年度
令和７年度
（１月末）

令和８年度
計画

・妊婦歯科健診費用助成 ・新生児聴覚検査費用助成
 市内の歯科診療所に委託して個別妊婦歯科健診（委託料＠3,700円）を
実施する。個人負担金は無料。

 出生後３日前後に行われる新生児の聴力検査（保険適用外）の費用
を助成(上限8,000円）する。

・産婦健康診査費用助成 ・１か月児健診費用助成

妊婦歯科健診助成（人） 38人 35人 26人 30人

産婦健康診査費用助成（回） 246回 255回 181回 250回

新生児聴覚検査費用助成（人） 173人 145人 87人 150人

１か月児健診費用助成（人） 133人 136人 99人 150人
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６　保健事業（４款衛生費・１項保健衛生費・３目保健事業費）

○予算額　 ：52,728千円 ：がん検診推進事業補助金　350千円・健康増進事業県補助金　2,230千円

　自殺対策強化基金市町補助金　2,076千円・がん患者アピアランス事業県補助金　320千円　

　骨髄等移植ドナー助成事業県補助金　100千円・個人負担金　8,162千円　他

○主な事業内容

①がん検診

・がん検診受診状況 （単位：人）

令和５年度 令和６年度
令和７年度
（１月末）

令和８年度
計画

歳出 歳入

　がん検診等の検診（健診）事業や健康教室・健康相談、食育の取り組み等各種健康増進事業及びアルコール相談、自殺予防関連の事業等を
行う。また、がん患者アピアランスサポート事業、若年者ターミナルケア支援事業、骨髄等移植ドナー助成事業にも取り組む。

②40歳未満基本健診

　がん検診を国保特定健診会場で同日実施をすることで、受診率の向上
に努め、早期発見・早期治療につなげることで健康寿命の延伸をめざ
す。

  若い世代の生活習慣病予防を目的として40歳未満の方を対象として基
本健診（特定健診と同様の検査）を実施する。

258人 229人 207人 210人
胃がん 769人 705人 651人 700人

４０歳未満の
受診者数

令和５年度 令和６年度
令和7年度
（１月末）

令和8年度
計画

肺がん 4,410人 4,329人 4,223人 4,300人

大腸がん 3,533人 3,506人 3,471人 3,500人
前立腺がん 1,214人 1,208人 1,197人 1,200人
子宮頸がん 1,199人 1,187人 1,021人 1,190人 ③自殺予防対策

960人
ABC検診 52人 47人 45人 50人

HPV検査 675人 642人 507人 655人

186人 179人 180人
喀痰検査 57人 52人 36人 -

　平成31年３月に策定した自殺対策計画の中間評価を令和６年３月に行
い、当該計画の推進のため、自殺対策のための庁内会議や連絡協議会を
実施し、各課、各関係機関と連携して人材育成や相談業務、啓発活動を
進める。

乳がん 955人 969人 765人

肝炎ウイルス検査 195人

令和５年度 令和６年度
令和７年度
（１月末）

令和８年度
計画

アルコール相談 15回 14回 10回 12回

こころの相談窓口一覧配布 全戸配布１回 全戸配布1回 2月予定 全戸配布1回

ゲートキーパー研修 2回 2回 2回 2回

こころの健康講座等 4回 4回 4回 4回
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④健康増進・食育等への取組

７　予防接種事業（４款衛生費・１項保健衛生費・４目予防費）

○予算額　 ：167,928千円 ：予防接種負担金　52,749千円

○主な事業内容

　健康しそう21及び食育推進計画に基づき、市民の健康づくりや食育推進に向けて、関係課や関係団体と連携し取組を進め、健康寿命の延伸、食育の
推進等に努める。コロナ後の情報提供手段としてICTを活用した情報発信にも取り組む。

（単位：回、人）

令和５年度 令和６年度
令和７年度
（１月末）

令和８年度
計画

回数 参加者 回数 参加者 回数 参加者 回数 参加者
幼児等食育教室等（※保護者＋園児） 50 702 43 787 45 687 45 720
離乳食教室 13 75 12 101 11 66 12 80
食育、健康等料理教室 9 75 25 233 20 178 18 80
特定保健指導教室等健康教室 20 164 13 145 17 221 16 175

41 1 50
食育推進ボランティア等育成教室 61 416 55 495 37 297
食育講演会 1 58 1 40 1

185

⑤助成事業の状況

令和５年度 令和６年度
令和７年度
（１月末）

令和８年度
計画

50 400
高齢者栄養教室（フレイル） 25 323 14 123 13 109 17

がん患者アピアランスサポート事業 11件 6件 5件 16件
若年者ターミナルケア支援事業 0件 0件 0件 1件

　疾病の発生と蔓延を予防するために各種予防接種を実施する。

令和５年度
（実績）

令和６年度
（実績）

令和７年度
（R7.12末）

令和８年度
（計画）

骨髄等移植ドナー助成事業 0件 1件 0件 1件

歳出 歳入

令和５年度
（実績）

令和６年度
（実績）

令和７年度
（R7.12末）

令和８年度
（計画）

ロタウイルス 276人 298人 155人 320人 日本脳炎 834人 758人 580人 810人
280人

小児用肺炎球菌 575人 555人 340人 660人 子宮頸がんワクチン 489人 663人 231人 465人
ヒブワクチン 574人 225人 21人 0人 二種混合 226人 210人 157人

7,000人
四種混合 618人 257人 81人 新型コロナウイルス 2,200人 702人 1,000人
Ｂ型肝炎 422人 415人 249人 495人 高齢者インフル 7,436人 6,868人 6,915人

500人
ＢＣＧ 152人 142人 71人 165人 帯状疱疹ワクチン 1,090人 2,100人
五種混合 327人 301人 660人 成人用肺炎球菌 466人 171人 136人

ＭＲ１期 176人 130人 108人 165人 風疹（成人男性）予防接種

1,813人 1,472人 1,494人 1,625人

水痘 315人 284人 204人 330人 風疹（成人男性）抗体検査 54人 66人
26人 24人

ＭＲ２期 194人 198人 157人 200人 小児インフルエンザ
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○予算額　 ：個人負担金　2,606千円

○主な事業内容

・特定健診・特定保健指導の状況

※令和６年度は法定報告数値（１年間を通じて国保の被保険者であった人数のみを計上）

８　特定健康診査事業･特定保健指導事業（国保会計　４款保健事業費・２項特定健康診査等事業費・１目特定健康審査等事業費）

歳出 ：23,988千円 歳入

　市民課と連携して、生活習慣を改善することを目的として、特定健診と特定保健指導を実施する。

令和６年度 令和７年度見込 令和８年度計画

対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者

142人 68.6% 210人 140人

受診率

66.7%

2,097人 40.5% 4,900人 2,100人 42.9%

特定保健指導 213人 141人 66.2% 207人

特定健診 5,486人 2,242人 40.9% 5,184人
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　高齢者人口及び地域包括支援センター人員配置

1
成年後見制度利用促進事業
　３　民生費　　１　社会福祉費　　１　社会福祉総務費

予算額 1,486 千円

成年後見制度利用促進研修会 市内の福祉・医療関係機関職員を対象に、成年後見制度の理解と適切な相談、情報共有の
ための研修会を開催する。（年１回）

専門職相談 専門性が求められる権利擁護に関する相談に対して、弁護士・司法書士が応じる相談会を
行う。（年12回開催）

受任調整会議 対象者に求められる後見活動や本人の状況に合わせた適切な後見人等候補者の検討を行
う。（随時開催）

　成年後見制度中核機関を市単独で設置し、判断能力の十分でない認知症や知的障がいがある人、精神障がいがある人等の意思決
定に係る支援を行い、必要に応じて成年後見制度の利用を支援する。

区分 主な内容

運営推進協議会 成年後見制度中核機関の適切な運営と取組に対する評価及び宍粟市成年後見制度利用促進
基本計画の進捗管理を行うことを目的に、運営推進協議会を開催する。（年２回）

成年後見制度講演会 市民向けに、成年後見制度の普及啓発のための講演会を開催する。（年１回）

市民後見人養成講座 ７月から翌年２月（全10回）を行い、多様な担い手の養成に取り組む。

　（介護保険事業特別会計）

（１）３　地域支援事業費　　1　総合事業費　　1　介護予防・生活支援サービス事業費　（予算額　113,475
千円）
　要支援認定を受けた人及び事業対象者となった人を対象に、介護予防サービス（訪問型サービス・通所型サービス）を提供す
る。

区分 サービス名称 サービスの内容 予算額

　地域支援事業は、高齢者が要介護状態及び要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態になった場合においても、可
能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的としている。
　地域支援事業には、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び地域の状況に応じて実施する任意事業がある。

1 介護予防・日常生活支援総合事業 予算額 132,478 千円

訪問型
サービス

 介護予防訪問サービス 指定訪問介護事業所のホームヘルパーが訪問し、身体介護（入浴・排泄
介助等）や家事援助（掃除・洗濯・買物等）を行う。

28,532千円
 家事援助訪問サービス 指定訪問介護事業所のホームヘルパー等が訪問し、家事援助（掃除・洗

濯・買物等）を行う。

 地域活動訪問サービス
（補助金）

地域住民やボランティアグループ等が、地域の事業対象者の見守りや簡
単な生活支援を行う。サービス実施団体１団体につき５万円の補助金を
交付する。

50千円

通所型
サービス

 介護予防通所サービス 指定通所介護事業所にて、生活機能を維持向上し、要介護状態を予防す
るための機能訓練等を行う。

63,296千円

 自立支援通所サービス 指定通所介護事業所にて、自立した生活の維持を目的とした体操やレク
リエーション等を行う。

 短時間通所サービス
（委託料）

委託介護予防事業所にて、体力の向上を目的とした運動プログラムを行
う。

20,862千円

（２）　３　地域支援事業費　　1　総合事業費　　２　介護予防ケアマネジメント費　（予算額　13,186千円

　総合事業における介護予防サービス利用者のケアプランを作成する。

区分 サービス名称 サービスの内容 予算額

審査支払手数料等 435千円

高額介護予防サービス費 150千円

高額医療合算介護予防サービス費 150千円

（３）３　地域支援事業費　　１　総合事業費　　３　一般介護予防事業費　（予算額　5,817千円）

　高齢者全般の健康づくりや介護予防を目的として、高齢者が元気で活躍できる地域づくりに取り組む。

事業名称 主な内容

介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要する人
を把握し、介護予防活動へつなげる。（特定健診受診者で、後期高齢者医療保険者の人に
フレイル健診を実施する。）

介護予防
ケアマネ

ジ
メント

介護予防
ケアマネジメントＡ

指定介護予防事業所のサービスを利用する人のケアプランを作成する。 7,426千円

介護予防
ケアマネジメントＢ

指定介護予防事業所以外の多様なサービスを利用する人のケアプランを
作成する。

5,760千円

介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓発（各種講演会）
脳トレ運動教室（１教室当たり月２回実施・２会場開催　年48回）
※保健福祉課等において予算措置（健康教室等）

地域介護予防活動支援

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援
○高齢者通いの場：125か所　　（2,800千円）
○通いの場への講師（各種専門職）派遣　（312千円）
○いきいき百歳体操インストラクター派遣　（800千円）

2
包括的支援事業
　３　地域支援事業費　　２　包括的支援事業費　　１　包括的支援事業費

予算額 41,683 千円

　包括的支援事業は、専門職（保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員）を配置し、高齢者の生活上のさまざまな相談、成年後
見制度等を利用するための支援、高齢者虐待の早期発見・防止と対応、介護支援専門員の質の向上を図るための指導・助言、介護
支援専門員のネットワーク構築を行う。
　なお、地域包括支援センターの人員配置については、地域包括支援センターの３職種（保健師・社会福祉士・主任介護支援専門
員）１人当たりの高齢者数の状況が1,500人以下となるように配置している。

（R８.１.31時点）

区分 65歳以上人口 ３職種の人員配置

全体 12,789人

9人
（1人当たり　1,421人）

圏

域

内

訳

山崎

職種（主な業務） 福祉相談課 一宮保健福祉課 波賀保健福祉課 千種保健福祉課

7,382人

一宮 2,939人

波賀 1,323人

千種 1,145人

保健師
（介護予防事業・連携会議等）

2 1

社会福祉士
（総合相談・権利擁護等)

3

主任介護支援専門員
（ケアプラン作成・介護支援専門員支援等）

1 1 1

介護支援専門員
（介護予防ケアマネジメント業務等）

2 1 1 1

高齢者実態把握調査員
（高齢者世帯の生活状況の把握等）

2 2 1 1

事業名称 主な内容

認知症地域支援推進員
（認知症相談・施策推進等）

3（兼務2）

生活支援コーディネーター（生活支援サービ
スの基盤・ネットワークの構築等）

2（兼務2）

包括的ケアマネジメント支援業務

介護支援専門員に対し、日常的な個別相談や支援困難事例等への指導・助言を行う。
○地域ケア個別会議（年６回以上）
○自立支援サポート会議（年12回・22ケース以上）
○講演会、研修会の開催
○地域包括ケアシステムの普及啓発
○サービス担当者会へ主任介護支援専門員等が参加し助言・指導
○介護予防支援計画書等の確認・評価

在宅医療・介護連携推進事業

多職種の協働による在宅医療と介護の一体的なサービス提供のための体制づくりを行う。
○医療と介護連携会議の開催（年２回）
○介護保険サービス事業所連絡会（月１回）
○医療・介護に関する自主活動グループへの支援
　・訪問看護ステーション連絡会　　・ヘルパーステーション連絡会
　・地域リハビリテーション連絡会　・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）連
絡会
　・しそうケアマネ会
○地域ケア推進会議の開催
○講演会、研修会の実施
○医師会、歯科医師会、薬剤師会との連携推進
○医療と介護のサービスマップ、ケアマネタイム作成
○ＡＣＰ （人生会議）の啓発（エンディングノート活用）
○救急医療情報キット配布・周知

生活支援体制整備事業

高齢者の日常生活を支える生活支援サービスの体制整備を図るとともに、高齢者の社会参
加を促進する。
○生活支援コーディネーターの配置（社会福祉協議会へ委託9,600千円）
○協議体の設置運営による生活支援体制の整備

総合相談支援業務
高齢者や家族に対して総合的な相談・支援を行う。
○窓口、電話、訪問等による相談
○高齢者実態把握

権利擁護業務

高齢者に対する虐待の防止や早期発見・対応、その他権利擁護のための必要な援助を行
う。
○高齢者虐待防止の活動
○虐待通報への対応

事業名称 主な内容

　任意事業は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活を継続していくことができるようにするため、介護
保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び介護者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行う。

事業名称 主な内容

介護給付費等適正化事業

介護サービス費の適正利用を推進するため、不必要、不適切なサービス提供に対する改善
指導を行う。
○ケアプランチェックや介護支援専門員への指導
○適正なサービス利用の啓発

家族介護支援事業
要介護高齢者を介護している家族等への支援を行う。
○家族介護継続支援事業
○認知症高齢者見守り事業

事業名称 主な内容

認知症施策推進事業

認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域で支える仕組みづくり
の構築や、認知症予防の啓発を行う。
○認知症地域支援推進員の配置（３名）
○認知症施策検討会の開催（年２回）
○認知症講演会の開催（市民対象）
○認知症専門職研修の開催
○認知症啓発活動
○認知症カフェへの支援
○認知症初期集中支援チーム員会議の開催（月１回）
○認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワーク事業等の利用促進
○特定健診受診者で年度末年齢が70～74歳の方に認知症予防健診（兵庫県版認知症チェッ
クリス
　ト）を実施し、認知機能や社会生活に支障が出ている可能性が高い方に対し訪問し支援
する。
　また、個別相談や健康教育等で兵庫県版認知症チェックリスト）を配布し認知症の啓

3
任意事業
　３　地域支援事業費　　３　任意事業費　　１　任意事業費

予算額 7,640 千円

　要支援認定者に介護予防サービスを提供するための介護予防マネジメントを実施する。
　また、総合事業の実施に伴い、要支援認定者及び事業対象者に総合事業サービスを提供するためのケアマネジメントを実施す
る。

介護予防ケアマネジメント等の作成件数 （単位：件）

R７.４月 R７.８月 R７.12月 R８.４月見込

その他事業

その他の事業として地域の実情に応じて事業を実施する。
○成年後見制度利用支援事業（1,341千円）
○福祉用具・住宅改修支援事業
○給食サービスによる見守り（2,894千円）
○安心見守りコール事業（1,307千円）
○認知症サポーター養成講座の開催（年15講座）
○認知症キャラバンメイト活動支援

4 介護サービス事業
  ４　介護予防支援事業費　 １　介護予防支援事業費　 １　介護予防支援事

予算額 18,045 千円

※Ａプランは総合事業の通所型サービス・訪問
型直営 62 64 63 63Ａプラン

委託 61 75 76 76

計 123 139 139

※Ｂプランは総合事業の短時間通所サービ
ス
    のみを利用する場合のケアプラン

介護予防支援【参考：事業費には含まれない】 （単位：件）

R７.４月 R７.８月 R７.12月 R８.４月見込

139

Ｂプラン 直営 125 125 117 120

120

計 415 399 377 380

介護予防
支援

委託 290 274 260 260

 125 125 117



【子育て支援課】予算委員会資料R080317

（主な事業費） ・子ども及び老人の遊び場設置促進事業補助金 （ 自治会）
・里親会地区助成金 他

（主な事業費） ・人件費 （ 名：統括支援員、家庭相談員、事務職員）

・命の授業講師料 ・児童家庭相談システム保守管理委託料
・児童家庭相談システム改修業務委託料 他

内訳： (国) ・子ども・子育て支援交付金
利用者支援事業(こ家ｾﾝ型) 2/3
子育て短期支援事業 1/3
子育て世帯訪問支援事業1/3
子どもを守る地域ネットワーク事業 1/3

・児童虐待防止対策等総合支援事業補助金 1/2
(県) ・利用者支援事業補助金(こ家ｾﾝ型) 1/6

・子育て短期支援事業補助金 1/3
・子育て世帯訪問支援事業補助金1/3
・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 1/3
・自殺対策強化基金市町補助事業(いのちの授業分) 2/3 ⇒保健福祉課で受入分

(雑入) ・子育て短期支援事業利用者負担金
・子育て世帯訪問支援事業利用者負担金

(デジタル基金繰入) ・児童家庭相談システム分 ⇒秘書政策課

【歳出】 予算額 343千円
300千円 １

5千円

１ 児童福祉総務費（子育て支援課分） 予算額 343 千円
（3 民生費　2 児童福祉費　1 児童福祉総務費）

133千円 792千円
660千円

【歳入】 予算額 11,126千円

　児童虐待や養護等の相談対応や関係機関との情報共有を行うために、要保護児童対策地域協議会を開催し、各学校等の関係機関と連携して児童等の支援を
行う。
　また、令和６年度より統括支援員を配置し、「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の機能を一体的に運営し「こども家庭支援センター」と
して事業を行っている。

【歳出】 予算額 15,818千円
13,386千円 ４

２ 家庭児童相談運営費 予算額 15,818 千円
（3 民生費　2 児童福祉費　1 児童福祉総務費）

88千円
139千円 9千円

130千円
220千円

2,929千円
1,967千円 1,330千円

22千円
43千円

484千円

8,800千円 5,871千円
5,322千円

22千円
43千円

484千円



【子育て支援課】予算委員会資料R080317

（主な事業費） ・人件費 （ 名：女性相談支援員、母子・父子自立支援員）
・母子生活支援施設等措置費 （１世帯２か月分：ＤＶ等による入所）
・母子家庭等自立支援給付金 （３件分：自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進費） 他

内訳： (国) ・母子生活支援施設措置費負担金 1/2
・困難な問題を抱える女性支援推進等事業補助金 1/2
・母子家庭等対策総合支援事業補助金 3/4

(県) ・母子生活支援施設措置費負担金 1/4
・母子寡婦福祉資金償還事務費交付金

（積算基礎児童数） ・３歳未満 ・３歳以上 ・第３子以降 ・合計

内訳： (国) ・児童手当負担金 ３歳未満（被用者）全額 ３歳未満（非被用者）13/15 ３歳以上 7/9
(県) ・児童手当負担金 ３歳未満（非被用者）1/15 ３歳以上 1/9

１．対象者 高校生年代まで（18歳の誕生日後の最初の３月31日まで）の児童を養育している人

２．制度概要 ３．支給状況

３歳未満
３歳～高校生年代 ４．財源内訳
第３子以降一律
※

３
母子福祉事業

予算額 11,921

3,636千円 545千円
1,759千円
1,332千円

302千円 272千円

8,813千円 ２
1,090千円
1,776千円

【歳入】 予算額 3,938千円

千円
（3 民生費　2 児童福祉費　2 母子福祉費）

　女性相談支援員及び母子・父子自立支援員の２名を配置し、DV相談・離婚前相談等を含め、ひとり親家庭の生活の悩みや自立に向けた支援を行う。

【歳出】 予算額 11,921千円

30千円

　家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に児童手当を支給する。

【歳出】 予算額 608,340千円
285人 2,722人 640人 3,647人

４
児童手当支給費

予算額 608,340 千円
（3 民生費　2 児童福祉費　５ 児童手当等支給費　19 扶助費）

所得制限 所得制限なし 令和６年度 39,713人 481,310,000 －

法改正後（令和６年10月分から）
年度

対象児童
年間延人数

決算額 返還金
支給対象 高校生年代まで

【歳入】 予算額 549,238千円
490,136千円
59,102千円

（単位：円）

国庫負担金 県費負担金 翌年度精算 一般財源 合計
　大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の３月31日ま
で)の養育している児童のうち３人目以降をいう。 令和６年度 356,082,218 62,783,885 △ 307,443

手当月額

15,000円 令和７年度（11月末） 29,965人 409,910,000
10,000円 （単位：円）
30,000円 

年度

62,751,340 481,310,000
支払期月 年６回（偶数月）  令和７年度（11月末） 356,082,218 62,783,885 △ 307,443 △ 8,648,660 409,910,000



【子育て支援課】予算委員会資料R080317

（主な事業費） ・文具消耗器材 ・窓開き封筒印刷代 ・郵便料 他

(国) ・特別児童扶養手当事務取扱交付金

（積算基礎受給者数）
全部支給： ・児童１人 ・児童２人 ・児童３人 ・計
一部支給： ・児童１人 ・児童２人 ・児童３人 ・計 ・合計

(国) ・児童扶養手当支給費負担金1/3

１．対象者

２．制度概要

３．支給状況

【歳出】 予算額 856千円
150千円 130千円 571千円

５
児童手当等支給事務費

予算額 856 千円
（3 民生費　2 児童福祉費　５ 児童手当等支給費）

64人 41人 6人 111人
67人 21人 4人 92人

千円
（3 民生費　2 児童福祉費　５ 児童手当等支給費　19 扶助費）

　父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該ひとり親等について児童扶養手当を支給する。

【歳出】 予算額 108,134千円

【歳入】 予算額 322千円 322,610円

６
児童扶養手当支給費

予算額 108,134

児童３人 児童１人 児童２人 児童３人
変更時期 令和８年４月分から 令和８年３月分まで

203人

【歳入】 予算額 36,044千円

　ひとり親家庭となった人で、18歳の誕生日後の最初の３月31日まで（中度以上の障がいがある場合は20歳未満）の児童を養育している人（配偶者に重度の
障がいがある人または父母に代わって児童を養育している人、夫婦のどちらかが引き続き１年以上拘禁されている人）　※所得制限あり

法改正後 法改正前　※参考
児童１人 児童２人

57,720円 68,750円

所得制限による一部支給
48,040円～
11,340円

59,380円～
17,020円

70,720円～
22,700円

46,680円～
11,010円

57,700円～
16,530円

68,720円～
22,050円

手
当
月
額

全部支給 48,050円 59,400円 70,750円 46,690円

５年等経過による一部支給停止措置 上記の額の概ね２分の１を減額した額
支給停止 受給資格者または扶養義務者の所得超過により支給停止

国庫負担金 県費負担金 翌年度精算 一般財源
令和６年度 3,594人 103,452,820 427,960 34,257,020

公的年金等受給額との差額支給 上記の手当額と受給資格者及び児童の公的年金等受給額との差額
支払期月 年６回（奇数月）

（単位：円）

年度
受給者

年間延人数
決算額 返還金

財源内訳

84,600 68,683,240
令和７年度（11月末） 2,311人 69,898,290



【子育て支援課】予算委員会資料R080317

（主な事業費） ・人件費 （ 名：アドバイザー） ・傷害保険料
・利用者軽減事業補助金 （児童 人分） 他

内訳： (国) ・子ども・子育て支援交付金(子育て援助活動支援事業) 1/3
・子どものための施設等利用交付金 1/2 ⇒こども未来課で受入分

(県) ・ファミリーサポートセンター事業補助金 1/3
・子どものための施設等利用給付費負担金 1/4 ⇒こども未来課で受入分

（主な事業費） ・人件費 （ 名：子育て相談員） ・事業謝礼 他

内訳： (国) ・子ども・子育て支援交付金(利用者支援事業(基本型) 2/3
・母子衛生費国庫補助金（子育て包括支援事業）

産前・産後サポート事業分 ⇒保健福祉課で受入分

(県) ・利用者支援事業補助金（基本型） 1/6

１．事業実施状況

７
ファミリーサポートセンター事業

予算額 4,682 千円
（3 民生費　2 児童福祉費　7 少子化対策事業費）

1,233千円
8千円

1,237千円 1,233千円
4千円

60千円 ２

【歳入】 予算額 2,478千円
1,241千円

　アドバイザーを配置し、子育てを援助してほしい人と、子育てを援助したい人が会員となって行う地域での育児の相互援助活動を支援する。
　また、低所得の子育て世帯の利用料を助成することにより経済的負担を軽減する。

【歳出】 予算額 4,682千円
3,972千円 １ 416千円

　妊娠期から子育て期に渡るまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、母子保健コーディネーターや子育て相談員等が専門的な立場から、妊娠・出
産・子育てに関する相談に適切に対応するとともに、必要な支援につなぐ。

【歳出】 予算額 4,677千円
4,337千円 １ 265千円

８
子育て世代包括支援事業

予算額 4,677 千円
（3 民生費　2 児童福祉費　7 少子化対策事業費）

令和７年度（11月末）
回数等 参加人数等 回数等 参加人数等

産前産後サポート事業
（ほっとmamaルーム）

妊娠期から概ね生後６か月までの乳児と保護者の
集いの場を設けて相談等を行う。

北庁舎、
各保健福祉課

46 回

734千円 734千円

事業名 内　　容 会　場
令和６年度

【歳入】 予算額 3,807千円
3,073千円 2,938千円

135千円

組 164 日 411 組
利用者支援事業（基本型）
　しーたん広場

北庁舎３階において、乳幼児とその家族を対象に自由に
遊べ交流できる場所を開設し、子育て相談等を実施す
る。

北庁舎 243 日 787

382 組 32 回 515 組



【子育て支援課】予算委員会資料R080317

（主な事業費） ・人件費 （ 名：子育て支援専門員、子育て支援補助員　４か所に各１名ずつ）
・事業謝礼 他

内訳： (国) ・子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業補助金) 1/3
(県) ・地域子育て支援拠点事業補助金 1/3

誕生祝い記念品事業

（主な事業費） ・誕生祝い記念品代（@5,500） ・検品業務委託料

(森林環境贈与税充当) ⇒森林環境課

１．誕生祝い記念品配付状況 ※R6～10か月健診時に配付（3/6～本格配布開始）

出会いサポートセンター事業 （社会福祉協議会へ委託）

・委託料

出会い応縁事業 （宍粟くらし移住支援舎へ委託　R7～実施）

・委託料

(ブナ基金繰入) ⇒地域創生課

９
子育て支援センター活動事業

予算額 29,731 千円

9,893千円 9,893千円

990千円

【歳入】 予算額 19,786千円
9,893千円 9,893千円

（3 民生費　2 児童福祉費　7 少子化対策事業費）

　子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩み相談ができる場を提供し、心豊かに子育てができるよう子育て支援センターを４か所（北庁舎・い
ちのぴあ・はがてらす・エーガイヤ）開設している。

【歳出】 予算額 29,731千円
28,112千円 ８

10
少子化対策事業

予算額 8,519 千円
（3 民生費　2 児童福祉費　7 少子化対策事業費）

令和６年度 142 人 11 個

令和７年度（11月末） 77 人 99 個

【歳入】 予算額 1,200千円

年度 出生数 配付数

■
　市民の誕生を祝うと共に、子どもの健やかな成長の願いを込め、ウッドスタート事業「木育」の一環として、宍粟市産の木材で製作した木のおもちゃの「しそう
の箱庭」「積み木のセット」「プルトーイ コイヌ」から選択してもらい、10か月健診時に贈呈する。

【歳出】 予算額 1,200千円
825千円 375千円

■
　結婚相談員による相談や紹介、また婚活イベント時などのフォローアップなどにより、市内独身者の婚活・恋活を応援する。

【歳出】 予算額 1,500千円

【歳入】 予算額 500千円

■
　市内の婚活イベントが減少していく中で、結婚を希望する男女に「出会いの場を提供」「市外から若い男女の呼び込み」「宍粟の魅力を発信」する機会とし
て、地域おこし協力隊等のネットワークや得意分野を活かした宍粟独自の婚活イベント等を実施する。

【歳出】 予算額 500千円
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オンライン婚活応縁事業

・補助金

(ブナ基金繰入) ⇒地域創生課

結婚新生活応援事業

・補助金 （積算：29歳以下 世帯、39歳以下 世帯）

内訳： (国) ・地域少子化対策重点推進交付金(結婚新生活支援事業) 2/3
(ブナ基金繰入) ・結婚新生活応援事業分 ⇒地域創生課

１．補助金支給状況

その他の少子化対策事業

（主な事業費） ・子ども・子育て会議： 委員報酬 （報酬支給対象委員10名、会議開催２回分） 他

■
　スマートフォンを利用したオンライン婚活サービスを提供するひょうご出会いサポートセンター（はばタン会員）の登録手数料（5,000円）を補助する。

【歳出】 予算額 15千円

【歳入】 予算額 15千円

補助額 申請件数 補助額 申請件数

【歳入】 予算額 5,100千円
3,400千円 3,400千円

1,700千円

　経済的な理由により結婚にふみ切れない若者に対し、結婚後の住居に要する費用（新居への引越費用や家賃、住宅購入費等）の一部を補助する。
　１世帯あたりの補助上限額は、夫婦ともに29歳以下は60万円、39歳以下は30万円。（※年齢・所得制限あり）

【歳出】 予算額 5,100千円 ７ ３

■

28 歳 28 歳
令和７年度
（11月末）

7 件 2,290 千円 2

245 千円 12 件 3,954 千円
補助額 男性 女性

令和６年度 11 件 3,709 千円 1 件

年度
夫婦ともに29歳以下 夫婦ともに39歳以下 計 入籍時平均年齢

申請件数

【歳出】 予算額 15千円
164千円

千円 25 歳 25 歳

■

件 135 千円 9 件 2,425
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施設整備 ※民間医療機関による病児保育施設の開設（令和９年４月）に伴う施設整備費補助

・補助金
国庫補助基準額による ×9/10 ※国からR８基準額通知が届いていないため、R７分で積算

（補助率：国3/10、県3/10、市3/10）　※事業者1/10
内訳： (国) ・子ども・子育て支援施設整備交付金3/10

(県) ・病児・病後児保育施設整備補助金3/10

運営

（主な事業費） ・委託料 ・使用料及び賃借料 他

内訳： (国) ・子ども・子育て交付金(病児保育事業) 1/3
・子育てのための施設等利用交付金 1/2 ⇒こども未来課で受入分

(県) ・病児・病後児保育事業補助金 1/3
・子育てのための施設等利用給付費負担金 1/4 ⇒こども未来課で受入分

(雑入) ・病児・病後児保育利用者者負担金
(ブナ基金繰入) ⇒地域創生課

１．対象児童
概ね生後６か月から小学６年生までの児童

２．病児保育室「そらまめ」利用状況

※令和元年度は、令和元年10月25日(開設日)からの利用実績

11
病児・病後児保育事業

予算額

17,750千円 17,750千円

■ 　児童が病気やけがにより集団保育が困難な場合で、保護者が仕事を休めないようなときに、一時的にその児童を預かり保育する。
　保護者の子育てと就労等の両立を支援することで、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進する。

【歳出】 予算額 16,130千円

59,168千円

【歳入】 予算額 35,500千円
17,750千円 17,750千円

69,381 千円
（3 民生費　2 児童福祉費　7 少子化対策事業費）

■
　民間医療機関の開業に併せて、民間事業者による病児・病後児保育室を医療機関内に併設することにより、体調急変時における医師のサポートが容易にな
る。
　また、定員の増や土曜日の開設など、現在のサービス内容以上での事業実施を計画されており、さらに保護者が安心して利用しやすい環境を整備すること
ができる。
　既存の病児保育室「そらまめ」は、令和9年3月31日に閉鎖する。

【歳出】 予算額 53,251千円

7,749千円

人　数 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ R7(11月末) 計

2千円
4,070千円 4,069千円

1千円
239円 239千円

15,101千円 600千円

【歳入】 予算額 16,129千円
4,071千円 4,069千円

27人 44人 50人 32人 201人

登録
児童数 61人 69人 67人

141人 360人 232人 124人 1,087人
保護者数 実人数 6人 16人 26人

利用
児童数 延人数 15人 57人 158人

69人 77人 60人 -
72人 115人 120人 84人 -

保護者数 41人 46人 49人 50人
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・補助金 （ 団体分）

内訳： (国) ・母子家庭等対策総合支援事業：地域こどもの生活支援強化事業補助金
（子どもの居場所づくり支援事業）2/3

(ブナ基金繰入) ・結婚新生活応援事業分 ⇒地域創生課

１．運営助成状況

12 子どもの居場所づくり支援事業 予算額 720 千円
（3 民生費　2 児童福祉費　7 少子化対策事業費）

計
補助団体 補助額 補助団体 補助額 補助団体 補助額

480千円
480千円
240千円

年度
子ども食堂 学習支援

子どもを地域で見守る拠点として、子ども食堂や学習支援等を行う団体に対して、費用の一部を助成する。

【歳出】 予算額 720千円 ６

【歳入】 予算額 720千円

6 か所 673 千円
千円

令和７年度（11月末） 5 か所（山崎3、波賀1、千種1） 550 千円 1 か所（山崎1） 123 千円
か所（山崎1） 104 千円 4 か所 474令和６年度 3 か所（山崎2、千種1） 370 千円 1
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１ 患者等の状況

　○施設別年度別患者数 （単位：人）

一宮北診療所

波賀診療所

千種診療所

計

２ 施設別予算の状況

(１)歳入 （単位：千円）

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比

診療収入 10,338 29.7％ 12,231 30.6％ 41,911 36.2％ 

使用料及び手数料 61 0.2％ 53 0.1％ 400 0.4％ 

県支出金 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 

財産収入 0 0.0％ 0 0.0％ 81 0.1％ 

繰入金 24,309 70.0％ 26,751 66.8％ 72,536 62.7％ 

繰越金 0 0.0％ 0 0.0％ 1 0.0％ 

諸収入 43 0.1％ 1,000 2.5％ 736 0.6％ 

市債 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 

歳入合計 34,751 100.0％ 40,035 100.0％ 115,665 100.0％ 

(２)歳出 （単位：千円）

予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比

総務費 31,917 91.8％ 31,756 79.3％ 89,806 77.6％ 

医業費 2,834 8.2％ 6,523 16.3％ 17,548 15.2％ 

介護サービス事業費 3,763 3.3％ 

公債費 0 0.0％ 1,756 4.4％ 4,548 3.9％ 

歳出合計 34,751 100.0％ 40,035 100.0％ 115,665 100.0％ 

2,163 2,016 1,840 △ 176

令和8年度　国民健康保険診療所特別会計予算資料

令和5年度 令和6年度 令和7年度  (見込） 対前年度増減

1,722 1,672 1,562 △ 110

6,043 5,300 4,522 △ 778

9,928 8,988 7,924 △ 1,064

区分
一宮北診療所 波賀診療所 千種診療所

区分
一宮北診療所 波賀診療所 千種診療所
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３ （施設別）歳入の内訳

　①診療収入 （単位：千円）

令和6年度
(決算)

令和7年度
(予算)

令和8年度
(予算)

令和6年度
(決算)

令和7年度
(予算)

令和8年度
(予算)

令和6年度
(決算)

令和7年度
(予算)

令和8年度
(予算)

1,725 1,642 1,732 2,598 1,890 2,406 6,559 6,236 6,544

412 321 348 888 829 842 5,137 3,872 4,463

6,426 6,092 6,123 6,256 6,373 6,616 19,847 18,294 19,356

1,761 1,303 728 564 500 563 2,840 2,801 2,766

1,530 1,449 1,407 2,002 1,779 1,804 6,766 6,180 6,346

2,339 2,611 2,436

11,854 10,807 10,338 12,308 11,371 12,231 43,488 39,994 41,911

　②他会計繰入金 （単位：千円）

令和6年度
(決算)

令和7年度
(予算)

令和8年度
(予算)

令和6年度
(決算)

令和7年度
(予算)

令和8年度
(予算)

令和6年度
(決算)

令和7年度
(予算)

令和8年度
(予算)

20,072 19,993 20,217 20,314 23,888 23,794 49,495 64,940 58,096

3,547 4,024 4,092 0 623 0 13,830 13,108 12,636

0 0 0 551 506 2,957 3,188 3,214 1,804

23,619 24,017 24,309 20,865 25,017 26,751 66,513 81,262 72,536

４ （施設別）歳出（医業費）の内訳

（単位：千円）

令和6年度
(決算)

令和7年度
(予算)

令和8年度
(予算)

令和6年度
(決算)

令和7年度
(予算)

令和8年度
(予算)

令和6年度
(決算)

令和7年度
(予算)

令和8年度
(予算)

939 905 1,110 1,355 3,717 1,955 1,609 2,753 3,289

249 500 350 373 480 420 1,294 1,540 1,480

1,456 1,493 1,374 3,718 3,914 4,148 12,345 13,644 12,779

2,644 2,898 2,834 5,446 8,111 6,523 15,248 17,937 17,548

一宮北診療所 波賀診療所

千種診療所

千種診療所

国民健康保険診療報酬収入

社会保険診療報酬収入

後期高齢者診療報酬収入

その他診療報酬収入

一部負担金収入

介護報酬収入

計  

一宮北診療所 波賀診療所

計

一般会計

国保会計

基金

計

波賀診療所 千種診療所

医療用機械器具費

医療用消耗器材費

医薬衛生材料費

一宮北診療所
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〇主な事業内容

【訪問看護事業特別会計予算資料】

　住み馴れた地域で安心して療養ができるように、宍粟市全域を訪問エリアとし、医療資源が希薄な地域でも利用できるよう訪問看護サービ
ス事業所を運営しています。看護師の訪問に加え、２名の理学療法士を配置し、在宅診療医や公立宍粟総合病院の訪問診療との連携を強化し
ています。また、医療的ケア児への看護師学校訪問派遣事業や、千種診療所の通所リハビリへの派遣事業等、小児から高齢者まで在宅療養を
幅広く支える体制を整備し、地域包括ケアを実現させる要としての役割を果たしています。

1　宍粟市訪問看護ステーションの運営状況

①利用実績

令和７年度 R４年度 R５年度 R６年度 R7.12月末 ４月

122 112 114 118 110 108

11月 12月

実利用者(人） 1,237 1,337 1,421 1,048 123 121 120

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

596 625

②地域別実利用者数 （単位：人）

R４年度 R５年度 R６年度 R7.12月末 ４月

771 812 860 707 714 757延べ訪問回数（回） 7,272 8,498 8,443 6,629 787

60 57 57 60 56 56
11月 12月

山崎 566 615 655 512 55 54 57
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

32 30

波賀 54 66 90 84 11 9 9

41 38 35 29 32 34一宮 430 442 459 312 41

217 140 16

10 10 10 9 8 8

112 114 118 110 108

14 14

合計 1,237 1,337 1,421 1,048 123 121 120

17 16 17 16 15 15千種 187 214

③自宅での看取り人数 （単位：人）
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年12月末

122

２　歳入・歳出予算

【歳入】 （単位：千円） 【歳出】 （単位：千円）

自宅での看取り 32 21 21 15 18

区　分 予算額 構成比 区　分 予算額 構成比

繰入金 1,285 1.21% 繰越金 10 0.01%

事業収入 84,995 80.21% 業務費 105,962 99.99%

諸収入 1 0.00%

国・県補助金 3,081 2.91%

繰越金 16,610 15.67%

計 105,972 100.00% 計 105,972 100.00%


